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研究成果の概要（和文）：本研究は倫理学と経済学の視点から、ソーシャルメディアに付随する問題を解消する対策を
具体的に検討した。この目的のために、日本企業のソーシャルメディアの利活用について定量的分析を行った。その結
果、ソーシャルメディアに関わる問題を解く鍵のひとつが、技術哲学と社会構成主義の考え方であることが明らかにな
った。また、ソーシャルメディアの円滑な利用には、いくらかの規制を改めることも必要であることが検証された。

研究成果の概要（英文）：One of the main purposes of this research is to examine ethical challenges 
related to social media from a perspective of ethics and economics. For this purpose, we quantitatively 
analyzed the usage of social media in Japanese companies. One of key factors found to solve the ethical 
issues in social media is the idea of technological philosophy and social constructivism. We also found 
it necessary to improve some kinds of regulations in order that social media were able to be skillfully 
used.
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１． 研究開始当初の背景 
 2006 年以降、Twitter、Facebook、Mixi、ブ
ログ、２ちゃんねる、ソーシャルゲームなど
のソーシャルメディアは、爆発的に世界中で
普及してきている。一方、ソーシャルメディ
アの法的規制は早すぎるソーシャルメディ
アの進化に追いつくことができず、悪質なも
のだけが処罰の対象となっている。実際の規
制の枠組みからはずれたところにある倫理
課題に対しては企業や利用者に一任されて
いる現状であり、ここにソーシャルメディア
の企業倫理的課題への規範研究の意義が生
まれる。 
 
２．研究の目的 
 ・企業のソーシャルメディア対策の必要性
の増大 
 企業とソーシャルメディアとのかかわり
において、①従業員による書き込みから生じ
る問題（情報漏洩、顧客への中傷など）、②
ソーシャルメディアによる企業への攻撃の 2
点が大きな問題となっている。 
 ①従業員による書き込みから生じる問題
としては、従業員が Twitter、Facebook、Mixi
などのソーシャルメディアを利用すること
によって機密情報の漏洩をしたり、アルバイ
ト従業員により顧客の中傷などが書き込ま
れたりことにより、企業ブランドが失墜する
事件が頻発するようになってきている。 
 企業としても個人的なツールであるソー
シャルメディアを全面的に禁止することも
できないし、利用状況の監査を行なうことも
難しい。従業員のソーシャルメディアの利用
について企業は注意喚起を行うものの、それ
以外の具体的な対策をとっている日本企業
はほとんどない。 
 本研究ではソーシャルメディア先進国で
ある米国の事例に学び、企業が従業員のソー
シャルメディア利用にどのような対策をと
るべきか、具体的に考察するものである。 
 ②ソーシャルメディアによる企業への攻
撃では、フジテレビの韓流傾向の放送への反
発から、フジテレビの大型スポンサーである
花王がソーシャルメディアによるネガティ
ブキャンペーンを受け、不買運動が活発化し
た事件が典型的である。ソーシャルメディア
を利用しての企業への攻撃は、ソーシャルメ
ディア利用者が消費者として企業に対して
意見を表明する手段として解釈するなら有
意義なことかもしれない。しかしソーシャル
メディア上の情報は不正確なもの、誤認、悪
意に基づいたものも多く、企業がいわれのな
い中傷により損害をこうむる事態も生じて
いる。 
 企業は対策として、ソーシャルメディアを
利用して逆に企業ブランドを広くイメージ
アップをすることもできる。ただし、ソーシ
ャルメディア上で広められた情報から企業
に直接電話攻勢をかけたり、不買運動を行わ
れたりすることもあり、一面的な対策では不

十分なことは明らかになりつつある。企業が
対策を講じないというやり方もあるが、益々
強化されつつあるソーシャルメディアパワ
ーを甘い認識で対処することは危機管理上
でも問題があるといえる。本研究ではソーシ
ャルメディアによる企業攻撃への対処のあ
り方を日米の事例を通じて明らかにしてい
くものである。 
 ・ソーシャルメディア運営企業の倫理的課
題 
 DeNA（ディー・エヌ・エー）、GREE（グ
リー）などゲームをもちいたソーシャルメデ
ィア運営企業が、コンプガチャ機能等によっ
て高額課金することが問題となった。ソーシ
ャルメディア運営企業としては、なるべく利
用者の射幸心をあおることが売り上げにつ
ながることからそのようなサービスの開発
がすすめられてきた。しかし、あまりに利用
者が遊興に耽溺することから社会的な問題
とされてきた。また、その利用者に多くの未
成年が含まれることから、未成年者への過剰
なマーケッティング手法も倫理的な課題と
して指摘されている。 
 ソーシャルメディア運営企業として、どの
ような商品開発が倫理的な妥当であるのか
という点については、未だ社会的な合意がと
られていない。本研究では、ソーシャルメデ
ィア運営企業の倫理的課題について、規範論
的なアプローチにより一定の基準点を模索
する研究となる。 
 これまでも情報倫理については多くの優
れた研究がなされてきたが、先行研究では、
ソーシャルメディアと企業の関係に特化し、
以下のような課題については十分に理論的、
実証的に検討した研究はほとんどない。 
 
３．研究の方法 
 本研究では、(1)企業における従業員のソー
シャルメディア利用の指針等の状況調査。(2)
ソーシャルメディアの利活用についての米
国企業へのインタビュー調査。（3）ソーシャ
ルメディアの倫理的課題についての理論的
フレームワークの構築。(4)米国の研究者との
共同研究。欧米の論文・文献調査。 (5)上記
調査や文献研究の成果を学会、論文としても
発表する。 
 
４．研究成果  
(1) 企業における従業員のソーシャルメデ

ィア利用の指針等の状況のアンケート
調査の実施と分析：企業における従業員
のソーシャルメディア利用対策を調査
するためにアンケート調査を実施した。
回答企業は 87 社で、まだ多くの企業で
は、ポリシーや利用ルールの制定、社員
教育、社員の利用状況の把握が不十分で
あること、利用ルールを定め、運用管理
を始めている企業では、クレームの発見、
誹謗中傷の発見、購入者の感想・評判、
に関するモニタリングにも余念がない



ことが明らかになった。（論文①、⑥、
⑧、⑩、⑪、⑫、⑬、学会発表④、⑧、
⑩、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯） 

(2) 米国研究者との共同研究：研究協力者
Hawaii Pacific University （ 後 Martin 
Methodist College ）の Dr. William A. 
SodemanとHawaii Pacific UniversityのDr. 
Lindsey A. Gibson との共同研究を行い、
相互に日米両国で研究交流をした。米国
のソーシャルメディアは日本以上に社
会生活に密接につながっており、企業も
マーケティングのみならず、雇用や顧客
対応にも用いられていることが明らか
になった。この調査結果は 2015 年に米
国経営倫理学会で Usage of Social Media 
in Japan and North America というタイト
ルでワークショップを開催し、欧米アジ
ア各国の現状と共に有意義な議論を研
究者間で共有することができた。（論文
④、学会発表③、⑤、⑰） 

(3) 米国企業のインタビュー調査：在ハワイ
の著名観光地である Kualoa Ranch を訪
問調査した。ソーシャルメディアを利活
用してのワールドワイドなマーケティ
ングが行われていることがわかった。米
国の観光企業では、各国事情に合わせた
ソーシャルメディア利用が行われてい
る。日本語版、中国語版、英語版と、そ
れぞれの言語や文化に合わせた内容に
している。また、ブランドイメージを伝
えるにはソーシャルメディアの即時性
や身近さが有効であることがわかった。
また、米国企業のソーシャルメディアの
利活用についての調査として 2014 年に
参加した“Social Media Boot Camp for 
Recruiting, Staffing and HR”では、多数の
米国企業が採用活動にソーシャルメデ
ィアを利用していることが明らかにな
った。（論文⑨、学会発表⑨） 

(4) ソーシャルメディアの倫理的課題につ
いての理論的フレームワークの構築、規
範論的研究：ソーシャルメディアの問題
を倫理学の視点から深く考察した。その
結果下記のことが明示された。ソーシャ
ルメディアを運営する企業による自主
的な規制も、それほど強くならない。ソ
ーシャルメディアを運営する企業の競
争は激しく、業績の低下を招くような規
制を企業が自ら行うインセンティブは
少ない。そもそもソーシャルメディア運
営企業は次々と新しいサービスを提供
することでビジネスを拡大している。新
しいサービスは新しい問題を生むが、そ
れを予見してサービスの提供を取りや
める企業はない。社会的に問題になった
事例のみを事後的な処理として規制す
るのみである。このような現状ではソー
シャルメディアに対して規制とは違っ
た形で危害を減らす方策を見つけなく
てはいけない。そのもっとも有効な手法

がメディアリテラシー教育である。ソー
シャルメディアの利便性だけでなく、そ
の危険性について教育を通じて市民全
体に広げていけねばならない。メディア
リテラシーの教育は学校において幼少
のころから定期的に、何度でも行う必要
がある。また、政府による広報やマスコ
ミによる報道でソーシャルメディアの
もつ危険性について広げるのもよい。 
市民全体でソーシャルメディアのもつ
危険性を認識することができれば、その
被害は減らすことができる。人々の意識
が変わることで、より厳格な倫理観が広
がるなら、行政による規制も可能になっ
てくる。ソーシャルメディア運営企業に
対しても、被害の回復や損害賠償を請求
できるような法律を整備することもで
きる。企業の社会的責任の観点から危害
が生じるようなサービスを人々が提供
する企業を低く評価するなら、不買運動
や株価の下落を招く。ソーシャルメディ
ア運営企業も危害が生じないように最
善を尽くすであろう。現在の時点ではソ
ーシャルメディアの規制を提案するよ
りも、市民の意識変革を図ることで、長
期的にソーシャルメディアのあり方を
改善していくしかないであろう。ソーシ
ャルメディアにおける自由放任主義は、
それを管理する企業への自由放任主義
ともいえる。これまでのソーシャルメデ
ィアにおける不祥事は、その利用者へ責
任を帰されることが多かった。ソーシャ
ルメディアを使うことのリスクを承知
した上での利用であり、そこで生じた損
害も自身の愚行権でなすもので、自己責
任であるという考えである。しかし、イ
ンターネット上では一度ネット上に流
出した情報は完全に抹消することがで
きない。若い人たちがその場の気分で起
こした不祥事が、永遠に実名と共に記録
されることになる。その被害は不可逆的
ともいえる。技術の哲学の中には、社会
構成主義(social constructivism)というも
のがある。社会の方が技術のあり方を決
定できるとする理論である。ソーシャル
メディアの倫理的課題も、この社会構成
主義の考え方を取り入れることで、新た
な方向を見出すことができるといえよ
う。ソーシャルメディアの技術に従って
社会を築いていくのではなく、社会が技
術に先んじて、ソーシャルメディアとの
付き合い方を見出していかなくてはな
らない。（論文②、⑤、⑥、⑦、学会発
表①、②、⑥、⑦、⑪） 
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